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鶴見区区政会議 平成２８年度第４回全体会 

 

１ 日時 

  平成２９年２月２４日（金） １９時～２０時４９分 

２ 場所 

  鶴見区役所 ４階 ４０３・４０４会議室 

３ 出席者 

  （委員） 

  久木議長、山下副議長、植田委員、大原委員、木村委員、木本委員、佐々木委員、 

  笹原委員、猿渡委員、柴田委員、宗宮委員、田中（潔）委員、田中（泰）委員、  

  西岡委員、西口委員、西田委員、西村委員、正脇委員、松原委員、宮田委員、 

  吉江委員 

  （区役所） 

  河村区長、萩副区長、野村総務課長、西野区政企画担当課長、奥本魅力創造課長、  

  阪東広報戦略担当課長、小川地域活動支援課長、田中こども・教育担当課長、  

  中村窓口サービス課長、嶋原保健福祉課長、貴志生活支援担当課長、  

  秋山地域活動支援課長代理  

４ 議題 

  １． 平成２９年度鶴見区運営方針（案）について  

  ２． 平成２９年度鶴見区予算（案）について  

  ３． その他 

５ 議事 

開会 １９時００分 

○西野区政企画担当課長  それでは、ただいまより、鶴見区区政会議第４回全体会

を開会させていただきます。  



 

 

－2－ 

 私、司会を務めさせていただきます鶴見区役所区政企画担当課長の西野でございま

す。どうぞ本日もよろしくお願いいたします。 

 まず、初めにですが、入口にカメラを設置させていただいております。こちらは、

この４０３・４０４会議室に入りきれない職員が、隣の部屋で傍聴できるようにモニ

ターを設置させていただいているものです。なるべく多くの職員にこの区政会議を聞

いてほしいと思っておりますので、設置につきましてご了承いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは開会にあたりまして、河村区長からご挨拶申し上げます。 

○河村区長  皆さん、こんばんは。 

 今日は遅い時間、また寒い中、区政会議にお集まりいただきましてありがとうござ

います。 

 恐らく、今日が今年度の最終の区政会議になるのではないかなと思いますが、この

間、皆様方にいろんな貴重なご意見を賜りましたので、それを運営方針という形でま

とめさせていただきました。この間の集大成ということで、またしっかり皆様方の意

見を聞かせていただきたいと思います。  

 また、先ほどもありましたように、隣の部屋では実況中継をやっておりますので、

ぜひまた活発なご議論をお願いしたいと思います。今日も、最後までよろしくお願い

します。 

○西野区政企画担当課長  続きまして、定足数の確認をさせていただきます。本日

の会議ですが、柴田委員と松原委員はおくれてこられるということでご連絡をいただ

いておりますが、現在のところ、委員定数２６名中１９名の委員のご出席をいただい

ておりますので、定足数を満たしておりますことをご報告いたします。  

 それでは、これより議事進行を久木議長にお願いいたします。議長、よろしくお願

いいたします。 

○久木議長  それでは、皆さん、改めましてこんばんは。大変お忙しい中をお集ま
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りいただいているということで、区政会議、第４回を迎えることになっておりますが、

非常にありがたく思っております。  

 今、区長も言われたように、せっかくのこうした機会でありますので、ぜひこの区

政会議、今以上に活性化してやっていきたいなというふうに考えております。あとは、

今年度、恐らく最後になるであろう区政会議ですので、ぜひ最後まで活発な意見を出

していただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。議事進行もよ

ろしくお願いいたします。  

 今回、議題１の平成２９年度鶴見区運営方針（案）と議題２の予算（案）、これに

ついて、双方は連携しているということもございますので、今から続けて説明をお願

いしようかなと思っております。その後、２９年度、特に力を入れて取り組むという

ことで、各課長から所信表明といいますか説明がありますので、それを伺った後、意

見交換をやっていきたいと思っております。 

 それでは、議題１、２、よろしくお願いいたします。  

○西野区政企画担当課長  西野でございます。それでは、私のほうから、このたび

取りまとめいたしました平成２９年の鶴見区運営方針（案）について、ご説明いたし

ます。この案の内容につきましては、前回の各部会や全体会でご説明いたしました素

案から大きくは変わっておりませんので、本日は大阪市の統一様式に沿って概要をご

説明させていただきます。なお、この運営方針（案）と議題２にあります予算（案）

につきましては、今後、市会での議論を経て、３月下旬に正式に決定していくという

ことになります。 

 それではまず、資料１ 平成２９年度鶴見区運営方針（案）をご覧いただけますで

しょうか。資料１の右肩に様式１とございますが、こちらの様式１は運営方針の概要

となっております。こちらの資料の中ほどの、「重点的に取り組む主な経営課題」の

ほうからご覧いただけますでしょうか。  

 まず、【経営課題１  魅力あふれるまちづくり】は鶴見区の魅力向上、にぎわい創
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出に向けて、その下に「主な具体的取組（２９年度予算算定額）」とありますが、そ

の下の１－１－１、こちらは各経営課題の全てではなく、主な取組みを１つずつ載せ

ております。こちらは、書いております魅力発信の取組みのほか、環境フェスタです

とか種花活動といった取組みを推進いたします。 

 その次の【経営課題２ 地域コミュニティの活性化】では、下の主な具体的取組と

いたしまして、地域活動の活性化と自律的な地域運営の支援に向けた取組みを進めて

まいります。 

 【経営課題３ 次世代育成に向けたまちづくり】では、下の主な具体的取組として

挙げております教育支援の充実のほか、子育て支援の充実や、学校と社会を結ぶ出前

授業、子ども・青少年の健全育成に向けた取組みを実施いたします。 

 次のページでございますが、【経営課題４ 安全なまちづくり】としまして、主な

具体的取組にあります防犯カメラの設置などの防犯対策の事業のほか、交通安全対策

や防災対策に取り組んでまいります。  

 次の【経営課題５ 健康で安心して暮らせるまち】でございますが、下にあります

主な具体的取組の地域福祉力の向上としまして、住民主体の地域福祉ネットワーク活

動推進事業の推進や、要援護者見守りネットワーク強化事業との協働、また、高齢者

や障がい者の方への理解を深めるための啓発事業や健康づくりへの支援を行ってまい

ります。 

 最後、【経営課題６ 区役所力の強化】では、窓口サービスの向上や住民主体の区

政運営に取り組んでまいります。 

 その次の市政改革プラン２．０に基づく取組みでございますが、主な取組項目にご

ざいます広告等による収入の確保のほか、光熱水費の削減、未収金対策の強化などに

取り組んでまいります。 

 次ページからの様式２と様式３は、今ご説明いたしました重点的に取り組む主な経

営課題などについての詳細版となっておりますので、本日は逐一のご説明は控えさせ
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ていただきます。 

 次に様式４ですが、こちらのほうは、これまで区政会議の全体会や部会におきまし

て、委員の皆様からたくさんの貴重なご意見をいただいておりまして、部会で出され

ましたご意見につきましては、「部会で出た主な意見」という資料として、区役所の

対応も含めて全体会でもご報告いただいております。その「部会で出た主な意見」を

取りまとめたものが、こちらの「外部評価意見への対応方針」でございます。また、

こちらは、部会だけではなく全体会でいただいていましたご意見と、それに対する区

役所の対応方針も合わせてまとめております。こちらの資料４に多くの項目、１から

５０もの項目がございますが、委員の皆様からいただきましたこれらの多くのご意見

につきましては、対応方針に記載しておりますように、区運営方針の中で、あるいは

事業等を実施していく中で、反映を図ってまいりたいと考えております。  

 鶴見区運営方針（案）についてのご説明は以上です。  

○野村総務課長  総務課長の野村でございます。  

 それでは、議題２の平成２９年度鶴見区予算（案）につきましてご説明申し上げま

す。お手元の資料２、Ａ３の横長の１枚物の一覧表をご覧ください。この一覧表では、

区の独自予算につきまして、左側の通し番号の１番から４１番まで、縦に予算事業を

並べておりまして、真ん中の網掛けの部分に平成２９年度の予算額を記載いたしてお

ります。 

 このページの、右側の通し番号３５番の自律的な地域運営を支援するための活動補

助事業につきましては、地域活動協議会のＮＰＯ法人化を支援するための補助金でご

ざいますが、２８年度の利用実績がございませんので、２９年度では廃止といたして

おります。 

 続きまして、通し番号３６番から４１番までにつきましては、２９年度の予算額が

ゼロとなっておりますけれども、これらの事業につきましては１４番の子育て支援事

業や２２番の健康づくり推進事業等として再編を行っております。  
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 次に、各事業につきまして、中でも強化を図っているものにつきましてご説明申し

上げます。通し番号５番の発達障がいサポート事業につきましては、区内の小・中学

校にサポーターを配置しまして、発達障がいのある児童・生徒を支援するものでござ

いますが、２９年度では予算額をほぼ倍増いたしまして、サポーターの配置時間を増

やすことで各学校のニーズに応えてまいります。 

 通し番号９番の地域活動協議会支援事業につきましては、各地域のご要望に応えま

して補助金を増額いたしております。  

 通し番号１１番の防災事業につきましては、予算額を倍増いたしまして、各地域へ

のトランシーバーの配備ですとか、区役所の装備品の充実を図ってまいります。  

 通し番号１４番の子育て支援事業につきましては、この資料では担当課が地域活動

支援課となっておりますが、正しくは保健福祉課でございます。申しわけございませ

んが訂正をお願いいたします。ここでは、新規事業といたしまして、子育て支援施設

等の情報をまとめて情報提供いたします子育て施設情報博といったものを開催するこ

とといたしております。 

 通し番号１９番の住民主体の地域福祉ネットワーク活動推進事業につきましては、

地域のネットワークをさらに強化していくために委託事業費を増額いたしております。 

 通し番号２７番の鶴見魅力創造事業では、区の魅力を高めますために、区政会議で

ご意見をいただきましたつる魅力検定や鶴見アートフェスタを新たに実施いたします。  

 以上の全ての事業を総合いたしますと、一覧表の右側の、右下の予算総額で２８年

度の２９３，２５４千円に対しまして、２９年度は３２９，９４９千円と、３６，６

９５千円の増額になっておりますが、この増額分の内には市民局の予算が区に移管さ

れるものが含まれております。具体的には通し番号２８番の住民情報関係事務経費と

３３番の育児休業等に係る臨時的任用職員経費でございますが、この２つは局予算か

らの移管分でございまして、この移管分を除きますと実質的な増額は約２３０万とい

うことで、区の独自予算としてはほぼ横ばいとなっておる状況でございます。  



 

 

－7－ 

 次に、資料２の２枚目をご覧ください。この資料の上の囲みの棒グラフは、先ほど

の一覧表の事業のうち２９年度の予算額を大きいものから順番に、１０個の事業を左

から右に並べまして、２８年と２９年の比較を示したものでございます。この左側の

グレーのほうが２８年度で、右側のクロスの柄のほうが２９年度を示しております。 

 下の囲みの円グラフにつきましては、２９年度事業につきまして、予算額の大きい

ものから順に時計回りに並べてございます。まず２０％を占めます区役所附設会館、

これは区民センターでございますけれども、区民センターの管理運営経費からこの下

の１０％の一般管理経費まで、固定的な経費が全体の５４％を占めているという状況

になってございます。 

 資料の裏面をご覧ください。資料の裏面には、予算の性質別に２８年度、２９年度

を比較した棒グラフを用意しております。全体的にマイナスシーリングで事業費が減

っているという状況ではございますけれども、一般管理経費等の義務的経費をできる

だけ圧縮することで政策的経費の確保に努めておるところでございます。先ほども申

し上げましたが、今後、市会でのご議論を経まして予算案が承認されましたら、この

予算に沿って来年度事業に取り組んでまいります。  

 予算（案）の説明は以上でございます。  

続きまして、資料３の「平成２９年度各課のイチ押し事業」につきまして、各課

から順番にご説明してまいります。 

○奥本魅力創造課長  魅力創造課長の奥本でございます。右肩に資料３、真ん中上

部に「平成２９年度鶴見区役所～各課のイチ押し～」と書かれた資料をご覧いただけ

ますでしょうか。来年度、特に力を入れていく取組みを、これから各課順番にご説明

をさせていただきます。 

 まず、魅力創造課でございます。１つ目が、つる魅力検定の実施でございます。鶴

見区の歴史やまちの魅力について情報発信することで、まちの魅力を再認識していた

だき、住んでいるまちに誇りや愛着を感じていただくことを目的といたしまして、
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「発見！！つる魅力」冊子を平成２７年度に発行いたしました。鶴見区６，０００年

の歴史として、太古はくじらの泳ぐ海の底であったころから、陸地となって人々が作

物をつくり出し、たび重なる水害を乗り越えた結果、今、住んでいるまちへとつなが

る流れを振り返りつつ、鶴見緑地をはじめとしたさまざまな区内の魅力スポットや人

物、文化等について再発見する内容となっております。この冊子を活用し、つる魅力

検定を実施したいと考えており、これまでも区政会議、つる魅力向上部会の皆さんか

らさまざまな意見をいただきました。実施にあたっては、小学生からチャレンジでき

るよう工夫することで、大人だけでなく、子どもたちが住んでいるまちについて興味

を持って、みずから学び、区への愛着を深められるとともに、区役所の他の課の職員

も積極的に参画することで鶴見区のエキスパートとなる職員の人材育成にもつなげる

取組みとしていきたいと考えております。  

 次に、２つ目が、種から育てる地域の花づくり活動に関してです。今年度、新たに

鶴見緑地内に花づくり広場を整備し、秋まき活動の１０月下旬から使用を始めました。

これまでの今津、そして鶴見緑地の２カ所で育てた花を１２月に各地域へ出荷し、種

花ボランティアの皆さんたちで公園や地域集会所などに植えていただき、緑あふれる

まちづくりを進めていただいております。２カ所に分かれての活動に関しましては、

会議等でボランティアの皆さんにご意見をお伺いしたところ、概ね活動の負担軽減に

つながっており好評をいただいております。また、種花活動のＰＲを兼ねまして、区

役所南側、東側の植栽帯で、木が植わっていないところにパンジーやビオラなどの花

を植えて、来庁された方々、通行された方々に楽しんでいただいております。引き続

き２９年度も、ボランティアの皆さんのご意見をお聞きしながら種花活動に参加しや

すい環境づくりを推進していくとともに、積極的に活動をＰＲし、活動の拡充を図っ

ていきたいと考えております。  

 魅力創造担当は以上でございます。  

○阪東広報戦略担当課長  それでは引き続きまして、私、広報戦略担当課長の阪東



 

 

－9－ 

です。次の項目につきまして、私のほうからご説明申し上げます。  

 まず、つるりっぷの着ぐるみ改良と着ぐるみ演技委託の集約ということで、去年の

夏、くまモンとつるりっぷが一緒に共演する機会があったんですけれども、明らかに

くまモンのほうが、それは向こうはプロなんですけれど、うちのつるりっぷの動きが

悪かったというようなこともありまして、軽量化を図っていけるような、また演技を

して動きやすいような、そういう機動性を持たせたつるりっぷを今、作成しておりま

す。今まで、職員が入っていたり、来年度も職員が入ったりするんですけれども、各

課で委託契約ということで入ってもらう人を委託契約していたんですけれども、来年

度はパフォーマンスをしてくれるアクターについては、各課分を広報戦略で契約をし

て、演技にばらつきのないようにパフォーマンスのレベルの維持を図ると、そういう

ようなことを考えております。  

 それで、２番目ですけれども、転入者リサーチアンケートを実施しますという項目

なんですけれども、今、区民アンケートということで１，５００人、無作為抽出で年

に４回アンケートをとっております。大体、回答率は半分弱、４０数％ということな

んですけれども、こういう区民アンケートに加えて、前回の区政会議で、転入されて

くる方を一度、時系列的に追いかけてリサーチしていったら、また違う結果が得られ

るのではないかというようなご意見も出ましたので、来年度は５月、６月ぐらいに転

入してこられる方、今年度で６００人ぐらいおられたんですけれども、そういう方々

に例えば８カ月後、１年後と２回ですね、１回目は８カ月後ぐらいに、その次はまた

その１年後ぐらいというようなことで、アンケートに答えてくれませんかというよう

なアンケートをして、いいですよとおっしゃっていただいた方にはリサーチアンケー

トを実施していくというふうなことを考えております。 

 私のほうからは以上です。 

○中村窓口サービス課長  私のほうから、３つ目の項目の窓口サービス課の部分を

説明させていただきます。窓口サービス課長の中村でございます。窓口サービス課は
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区役所の１階と３階に窓口がありまして、１階の住民情報担当では住民票や戸籍、マ

イナンバーに関する業務を行っており、３階では国民健康保険、後期高齢者医療、国

民年金などに関する業務を行っております。  

 当課の２９年度の１点目の取組みとしましては、窓口サービスの向上を図ります。

昨年度に引き続き、窓口対応の向上を目ざして職員のスキルアップを図るとともに、

お待ちのお客様が快適に過ごせる環境づくりに努めます。鶴見区では２７年度より全

職員を対象に、外部講師を招いて接遇研修や接遇の実地指導を行っており、２９年度

につきましてもそれらを継続して実施することにより、窓口対応のスキルアップを図

りたいと考えております。また、これまで窓口でお待ちのお客様が快適に過ごせるよ

うに、３階の窓口へのテレビの設置や、受付カウンターをローカウンターに変更する

ことを行っておりまして、お子様向けには絵本やぬりえを置くなど、窓口環境の改善

を図ってまいりました。２９年度につきましても、さらに実施可能な改善を検討して

まいりたいと考えております。  

 次に、２点目の取組みとしましては、待ち時間の短縮や混雑緩和に取り組みます。

課内で組織する市民サービス向上検討委員会を中心に、待ち時間の短縮を図るため、

保健福祉課との連携を強化していきます。また、ホームページで窓口の混雑予想日を

お知らせすることにより窓口の混雑緩和を図ります。  

 今年度は市民サービス向上検討委員会では、１階住民情報担当での作業プロセスを

見直すことによりまして、住民票や戸籍の交付の待ち時間を大幅に短縮いたしました。

また、住民情報担当と保険年金担当との課内での連携を強化することにより、平日９

時から１７時３０分までの間、既に鶴見区で国民健康保険に加入されており、保険料

などの滞納がないというような世帯の方の出生の届け出の場合につきましては、１階

の住民情報担当の窓口に出生届を提出していただくことで、３階の保険年金担当の窓

口に移動して再度お待ちいただくということがなく、１階で保険証をお渡しができる

ようにする予定です。３月中には運用を開始したいと考えております。 
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 これまで、課内で組織する住民サービス向上検討委員会を中心に待ち時間の短縮を

図ってまいりましたが、今後は窓口サービス課だけの課題ではないことから、同様に

窓口を抱える保健福祉課との連携強化も図っていきたいと考えております。さらに現

在、混雑緩和のため、当区のホームページで１階の住民情報担当の窓口の混雑予想日

を掲載し、休日明けなど特に混雑する日を避けてお越しいただくようお知らせしてお

りますが、２９年度につきましては、３階の保険年金担当の窓口につきましてもホー

ムページに混雑予想日などを掲載させていただきたいと考えております。  

 以上が窓口サービス課の主な取組み内容ということになります。  

○小川地域活動支援課長  地域活動支援課長の小川でございます。地域活動支援担

当では２つの項目、地域活動協議会への支援事業と防災事業に関して、それぞれイチ

押しを挙げさせていただいております。 

 まず１つ目、各地域活動協議会の広報活動への支援をさらに充実させるということ

で、地域にお住まいのあらゆる世代を対象にさまざまな広報媒体を活用したより効果

的な情報発信を行っていただきたく、広報紙だけではなくホームページ、フェイスブ

ックなどの電子媒体も活用した広報活動を促進できるような広報支援を行ってまいり

たいと考えております。また、お手元に水色の冊子「鶴見区地域活動協議会広報紙

集」ということで、本日お配りさせていただいておりますけれども、これは年度内に

３冊発行する予定でして、これは２冊目、３冊目は３月中には発行させていただきた

いと考えておりますので、またご覧いただきたいと存じます。それから、現在区役所

１階に各地域活動協議会の広報紙の最新版を掲示させていただいております。今後は、

この広報紙の掲示方法も含めまして、区役所内における各地域活動協議会の情報コー

ナーを充実させるとともに、区ホームページや区フェイスブックにおいても各地域活

動協議会のタイムリーな情報を発信してまいります。  

 ２つ目、防災講演会の開催でございます。毎年、区民参加型体験学習訓練といたし

まして、安全・安心フェスタを開催していますが、災害に強い安全・安心なまち鶴見
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区をめざすためには区民の皆様の自助・共助の意識をさらに高める必要があります。

このため、来年度は鶴見区赤十字奉仕団、区社会福祉協議会等のと共催で、防災講演

会を開催いたします。講師には防災士の資格を持ち、この人の話なら一度聞いてみよ

うかというような著名人にお願いをしようと考えております。そして、今まで防災に

関心のなかった区民の皆様にも講演会でお話を聞いて、防災に関心を持ち、自助・共

助の意識に目覚めていただいた後、実際に訓練に参加いただくことで、今後起こり得

るような大規模災害に備え、行動するきっかけづくりとするため、講演会と同時に安

全・安心フェスタを開催してまいりたいと考えております。  

 私からは以上でございます。  

○田中こども・教育担当課長   引き続きまして、こども・教育担当課長  田中でご

ざいます。 

 私どものほうでは発達障がいサポート事業の充実ということを挙げております。

小・中学校で発達障がいなどのある児童・生徒、例えば学習障害でありますとか、Ａ

ＤＨＤといわれます注意欠陥とか、多動性障害などを有する子どもたちの学校生活を

支援するためのサポーターを配置する費用です。これは以前から、区の予算で負担し

ておりました。で、実際には校外活動でありますとか放課後の活動、あるいは昼休み

とか給食時のサポートなどをいただいております。しかしながら、こういう支援を要

する児童・生徒は毎年増加してきておりまして、各校からサポーターの配置時間の申

請に対しまして十分な時間数を配分できていない状況でございました。そこで、学校

から要望の高い、このサポーターの配置につきまして、各校へ少しでも配分時間を増

やせますように、そしてサポーターの稼働時間を拡充することが効果的な学校支援に

つながると考えまして、２９年度につきましては２８年度の２００万円強から２９年

度は４００万円強に倍増することといたしました。これを入れまして、時間的には２

８年度２，０００時間余りのところが、２９年度は４，３００時間余りの配当ができ

ると考えておりまして、それでも全ての要望にお応えすることはまだ難しいんですけ
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れども、少しでも多くの形で支援できるように努めていきたいと考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○嶋原保健福祉課長  保健福祉課長の嶋原です。保健福祉課につきましては、保健

活動、健康づくり、生活衛生、子育て支援、高齢者支援、それから障がい者支援と、

幅広い内容を所管させてもらっております。  

 まず高齢者支援担当、障がい者支援担当としましては、住民主体の地域福祉ネット

ワーク活動推進事業を進めます。これは、住みなれた地域で安心して暮らせる地域福

祉の推進を図るために、平成２９年度につきましてもコミュニティソーシャルワーカ

ーや地域福祉コーディネーター、いわゆるつなげ隊の配置、有償ボランティア制度の

定着・拡充に取り組むなど、住民主体の地域福祉ネットワーク活動推進事業を拡充し、

住民が主体となって助け合い、支え合える仕組みの構築に取り組んでまいりたいと考

えております。また、要援護者見守りネットワーク強化事業と協働して要援護者の支

援に取り組むことで、地域福祉の向上に努めてまいりたいと考えております。  

 続きまして子育て支援担当のほうですが、待機児童対策に引き続き取り組んでまい

ります。鶴見区におきましても、区庁舎内への保育施設設置のほか、市有財産活用の

検討を含めた保育所整備に努めまして、平成３０年４月の待機児童解消に向けて取り

組んでまいります。また、仮称ですが子育て施設情報博の開催を予定しています。こ

れは保護者の方に、保育所や幼稚園など子育て関係施設の情報を一度に、直接に収集

してもらうとともに、施設側からも子育てに関する情報を提供できる場としたいと考

えております。その他にも、愛Ｌｏｖｅこどもフェスタの開催やつるみっ子ルームの

効果的な運営、児童虐待防止のための学習会等、地域団体等と連携して啓発活動に取

り組むことで、安心して子育てができる環境づくりに向け、子育て支援の充実に取り

組んでまいりたいと考えております。  

 ページ変わりまして、次ページになります、健康づくり担当のほうです。健康づく
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り推進事業を拡充したいと思います。平成２９年度新たに「健康展」の開催を予定し

ています。これは区民の方が日常生活の中で健康づくりを実践していく動機づけの機

会として、より多くの健康知識やさまざまな健康増進の情報を提供するために開催し

ます。開催にあたっては、多くの方に参加いただける内容になるように、内容につき

ましても検討してまいりたいと考えております。また、その他にも食育フェスタ、健

康に関する講演会、ウォーキング教室などの開催や啓発事業等の充実、実施により健

康増進の向上に努めてまいりたいと考えております。  

 以上です。 

○貴志生活支援担当課長  続きまして、生活支援担当の来年度の取組みについてご

説明をさせていただきます。生活支援担当課長の貴志でございます。生活支援担当で

は、さまざまな福祉施策の中で、生活保護制度を担当させていただいております。最

後のセーフティーネットである生活保護制度を十分に活用することによりまして、い

ろいろな事情で生活をすることが困難になった方に対しまして、その困難の事象をし

っかりと分析しまして、それぞれの世帯の状況に応じた支援策を講じながら、安心し

て自立に向かえるよう、精いっぱい支援させていただきたいと考えております。また、

適正な制度の実施ということで、例えば後発医薬品、いわゆるジェネリックの利用推

進であるとか、不適正な受給が疑われるような場合は毅然と対応し、適正な制度運営

をするなど、この制度が皆さんに信頼されるような制度になるよう、引き続き全力で

取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。  

○野村総務課長  最後に総務課でございます。これまで取り組んでまいっておると

ころでございますけれども、まず人材育成でございますが、平成２９年度におきまし

てもさまざまな研修の実施等によりまして職員のスキルアップを図ってまいります。

また、職員が能力を発揮し、働きやすい職場づくりに努めまして、市民サービスの向

上を図ってまいります。 

 ２つ目は区政会議でございますけれども、委員の皆様から活発なご意見をいただく
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ために、わかりやすい資料作成に努めてまいります。また、いただいたご意見の反映

につきましては、ホームページや広報紙等に掲載しまして、より一層の周知に努めて

まいります。 

 以上、長くなりましたが、議題１、議題２についてご説明申し上げました。どうぞ

よろしくお願いいたします。  

○久木議長  はい、ありがとうございました。ただいま、区役所から説明があった

ところであります。これについて、ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

 植田委員どうぞ。 

○植田委員  何点かあるんですが、広報戦略担当のつるりっぷなんですけど、くま

モンみたいに何か役職をつけてみたらどうかなと。くまモンは営業部長から何か本部

長に昇進したと思うんですけれども、そういうふうにして何か身近な鶴見の、営業し

ているわけではないけど、的確な役をつけてあげたらもっと親しみがわくんじゃない

のかなと思って、ちょっと提案です。これは。  

 あと窓口サービスなんですけれど、ちょうど私がいたときに口論になっているお客

様がいらっしゃったんですが、そういう方はちょっと脇へ行っていただくような配慮

とかをしないと、座って待っていらっしゃる方がすごく怖がってはったので。怒って

いるお客様は怒気でぐわーっとしゃべって、職員の方は普通に接しているので冷静に

なっていくはずなんですが、そのときのお客様はすごくうわーとなってはったんで、

そういうときは気づいた方は、じゃあ、こちらでお話を伺いますみたいな感じにする

とか、何かそういうような配慮があったらいいんじゃないのかなということを昨年度、

ちらっと思いました。 

 あと、子どもの発達障がいサポートのところなんですけれども、増加の傾向にある

ということで、鶴見区で発達障がいの子どもたちがどれだけ増加しているのかなとい

うのが、その増加の傾向じゃなく、これもちょっとグラフみたいなものがあったら、

鶴見区の発達障がいの子どもたち、どれぐらいいるのかというのがわかりやすいので、
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また知りたいなと思いました。  

 最後が、職員のスキルアップというところで、職員の方のスキルのアップは何が足

りないのかなというところがちょっと気になって。で、何をスキルアップするんかな

と。それから、どんなスキルが区の職員として必要なのかということがわかっていて、

そのスキルをどうスキルアップするのかということを詳しく知りたいなと思いました。  

 以上です。 

○久木議長  はい、それでは４点ほどいただいているかと思いますが、最初、阪東

課長、くまモンみたいに役職をつけたらどうか、それはどうですか。 

○阪東広報戦略担当課長  そうですね、ちょっと難しいかもしれませんね。小さい

子どもさんのようなイメージになりますので、何とか部長とかいうのは難しい。１回

ちょっと、みんなで話はしますが、あまりこれはうまいこといかないかもしれません。

えらい済みません、どうも。  

○久木議長  いいですか、それで。ほかに何か、そういう役職とか以外の、アイデ

アとしてそれを採用していくような考えは。別に役職でなくてもいいんですけれども。 

○阪東広報戦略担当課長  アイデアとしては、ありがたく受けとめます。  

○久木議長  では次、窓口サービス課、中村課長。 

○中村窓口サービス課長  先ほど、口論になったお客様をちょっと別のところによ

けていただくとかしたほうがいいということですが、鶴見区は非常に口論が少ないん

です。区役所の窓口でそういうトラブルがあったことが、去年１回ぐらいありました

ので、多分そこにいらっしゃったんだと思われます。ただ、おっしゃるとおり周りの

お客様がやっぱりそういったものを怖がられるというのはあると思いますので、そう

いう場合には、できるだけ職員が外に出ていくようには心がけたいと思います。  

○久木議長  はい、ありがとうございます。それでは続きまして、田中課長、発達

障がいの内容ですね。 

○田中こども・教育担当課長   発達障がいの方の、そのものの人数といいますのは、
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これは医学的なところもございますので、そのものを私どもが把握しているわけでは

ないんですけれども、我々としましては、学校で実際に教育活動をしていく中で、こ

の支援が必要な方ということで学校から申請が上がってくるということでやりますの

で、実際の数値ではないと思うのですが、ただ、この申請の数で見ますと、例えば

小・中合わせまして２５年度は７３名の申請がございました。２６年度が１２３名、

２７年度が１８５名、２８年度が２２４名ということで、着実に増えてきておるとい

うことでございます。以上でよろしいでしょうか。 

○久木議長  ありがとうございます。あと４点目、職員のスキルアップ。野村課長、

お願いします。 

○野村総務課長  職員のスキルとは何かというお尋ねでございますが、３点ほどあ

ると思っておりまして、まず１点目はみずからの担当業務に関する正確な知識を持っ

ているということで、当然のことでございますけれども、２点目は接遇能力というこ

とで、お客様に気持ちよく接する、そういう能力が必要かと思っております。３点目

は、区政会議の中でもコンシェルジュというようなお話がございましたけれども、鶴

見区に関しまして広く知識を持っていて、ご案内もできるというような能力と考えて

おりまして、この辺に中心を置きまして、２９年度も研修を行ってまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○久木議長  はい、ありがとうございます。植田委員、今の内容でよろしいですか。  

 つるりっぷなんですけれど、私、前から言っているんですが、つるりっぷのおじい

ちゃん、つるりっぷのおばあちゃん、お子ちゃんとかですね、そういうのはお金がか

かるんでしょうけれど、どうなんでしょうかね。  

○木村委員  でも、家族はあるんでしょう、一応。 

○阪東広報戦略担当課長  つるりっぷの着ぐるみを何体か、種類を分けてつくった

らどうかというご意見でしょうか。おばあちゃんバージョンとか。  
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○久木議長  そうです、そうです。あれはデザインがもうあるんでね。だから、着

ぐるみで、子どもの催し物はおばあちゃんと子どもが行くとかですね、そういう発想

があったらもっと受けるのかなというふうに思うんですけどね。  

○阪東広報戦略担当課長  そうですね、１つ１つつくるには、１体数十万かかりま

すので、なかなか難しいと思うんですけれど、今、みんなで話をしていますのは、紙

のですね、よく幼稚園の園児の方がこんなのやっていますね。ああいうなので、子ど

も版とかお年寄り版とかつくったらどうかというふうなことを考えているんですけれ

ども。 

○久木議長  あれ、盆踊りでやりました。わかりました。ありがとうございます。

今、植田委員から意見があったところでありますが、ほかございますか。  

 はい、宗宮委員。 

○宗宮委員  保健福祉課の子育て支援担当のほうで待機児童、３０年４月の解消に

向けてということなんですけれども、２９年４月の数は出ていますか。  

○嶋原保健福祉課長  ２９年４月につきましては、一次選考が終わって、まだ二次

選考をしている途中ですので、最終的な待機児童数というのが確定していない状況に

なっています。 

○久木議長  よろしいですか。 

○宗宮委員  はい。 

○久木議長  ほか、ございますか。 

 猿渡委員。 

○猿渡委員  同じところです。保健福祉課子育て支援担当の待機児童対策のところ

で、恐らく背景は子ども子育て支援法と思われるのですが、区内でも保育所、幼稚園

というところなんですけれども、小学生相手の学童保育であるとか、いきいき活動事

業であるとか、放課後支援施策というのもあるかと思うんですね。そこに言及がない

というのは非常に寂しいかなと。恐らく、市役所のほうではこども青少年局放課後事
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業担当というところで課があるわけですけれども、区役所には学童保育の管轄、いき

いきの管轄というのは恐らくないのかなと認識しています。この機会にその子育て情

報を開示するということであれば、何かしらそこに情報としては入っていてもおかし

くないのかなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。  

○久木議長  これは嶋原課長ですか。  

○嶋原保健福祉課長  今おっしゃっていただいた部分というのは、どちらかという

とこども・教育担当のほうの管轄の部分に含まれていまして、こども青少年局のほう

が所管している部分にはなっているんですけれども、いきいきの活動であったりとか

というのは、ちょっと保健福祉課の所管という形では今ない状況でして。  

○久木議長  じゃあ、田中課長。 

○田中こども・教育担当課長   いきいき事業につきましては、私どもも逐次、年度

の中間とか年度末とか、いろいろ報告等につきましてはお伺いしているところでして、

現状とか課題とか、いろんなことにつきましては情報共有を図っているところなんで

すけれども。確かに、特に予算とかいろんな支援とか、特にうちのほうでしているわ

けではありませんが、いろいろ情報はもちろん聞きながら、当然、地域の子どもたち

のことですのでね、同じ小学校、中学校に通われるお子さんのことですから、そこは

いろいろと必要なことは連携していきたいと思っているんですけれども。よろしくお

願いします。 

○久木議長  猿渡委員、よろしいですか。 

 では、笹原委員どうぞ。  

○笹原委員  ３０年の４月の待機児童で、今、２９年度はとおっしゃっておられる

んですけれど、緑のほうで２園しているんですけれども、４月の発足で今のような状

態で、どういうふうに４月に入園できるのかというのが１点。待機児童、４月に仕事

に入らなければいけないのに点数制で落ちたと。で、無認可のところへ行かなければ

ならないという現実のお母さんがおられてね。そういうときに、どこをもって点数減
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点制というのをつくっているのか、もし、その内容がわかれば、その人たちも納得が

いく状況ができるかなと思うので、その２点、お願いします。  

○嶋原保健福祉課長  まず１点目の新規の園、小規模保育事業所が緑のほうに２カ

所できる予定になっておりまして、４月１日の開所に向けてということで、今回の二

次選考のところで申し込み可能という形になっています。一次選考で内定が出なかっ

た方につきましては、新園を含めた形の空き情報をお送りさせてもらっていますので、

そこでもう一回、申し込みの希望変更等をかけてもらって、二次選考をちょうど今、

しているところになっております。  

 それと点数制のところですけれども、入所申し込みの案内、一斉入所、途中入所も

そうなんですけれど、一応、この中に点数の関係の説明も入っている状況でして、ご

本人さんがご自分のところの家庭の状況ですね、例えばフルタイムで働いていたら何

点であるとか、その時間が短かったら何点、またきょうだいの状況で加点があったり

とかということで、一覧にして書かせてもらっていますので、判断が迷うところはも

ちろんあるかとは思うんですけれども、一定、ご自身が大体どれぐらいの点数になる

かというのは、おおむねこれを見ていただけるとわかる状況にはなっているのかと思

っております。 

○久木議長  笹原委員、よろしいですか。  

○笹原委員  はい。 

○久木議長  ほか。植田委員どうぞ。  

 

 

 

 

○植田委員  窓口のサービスの向上のところで、先ほど言い忘れていたのが、激高

したのはたまたま１回目だったんですが、マイナンバーのカードでコンビニで住民票
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とか印鑑証明が取れるというのがすごい便利だなというところがあるので、これはも

っともっと言えば、窓口のサービスのスピード化につながるんじゃないのかなと。自

分も昨年度、自分の個人カードにしたんですけれども、その鶴見区の窓口の方が、こ

れは来年度からコンビニで、もっともっと便利になりますから大事に使ってください

ねと言われて、自分がいざ印鑑証明とか住民票を取って、ああ、こんな簡単に取れて、

待ち時間もないじゃんみたいな感じですごくよかったので、こういうことも区として

アピールしていけば、個人カードを持っていない方は窓口に来られて、個人カードを

持っておられる方はコンビニでやられたら、値段も１００円安いんでしたっけね、何

かそういうところの便利なところも言ってあげるとか伝えてあげたら、ここのスピー

ド化にもつながるんじゃないかなと思います。済みません、これで以上です。  

○久木議長  植田委員、ありがとうございます。これについては中村課長、ありま

すか。 

○中村窓口サービス課長  マイナンバーについてなんですけれども、マイナンバー、

当初はものすごく発行が滞りまして、皆さんに大変ご迷惑をおかけしたんですけれど

も、今では大体３週間でお手元に届くというようなスピード化はある程度されており

ます。確かに、窓口で交付するのも４月になりますと、コンビニで交付されたほうが

安くなるというのがございますので、その辺を市民局のほうからももう少し広報して

いくようにということを言われておりますので、そういった取組みのほうをやってい

きたいと思います。鶴見区も、コンビニが近くに３件、どこでも交付が可能ですので、

そういったことも窓口のところに張り出していこうとは思っております。ただ、鶴見

は窓口がすいていますので、今後そういった取組みをやっていこうと思っています。 

○久木議長  はい、ありがとうございました。ほか、ございますか。どうぞ。  

○山下副議長  ちょっと本文から外れてしまうかもしれないんですけれども、この

資料をいただいてみたときに、この資料３ですね、これを見たときに、何かいい感じ

ででき上がっているなというふうに思いました。要するに、わかっていただこう、伝
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えようという意思が、この書き方にあらわれているのかなと。区役所の方が市民に、

今回は区政会議の場なんですが、こういうふうな意思表示、こういう形でできている

ので、区役所は大分変わってきたのかなというふうに感じました。これは、僕、本当

に個人的な感想なんですけれども、いい方向に向かっているんじゃないかなと思いま

す。 

 内容につきましては、これを見る限り、やりたいことと予算がリンクしているかな

と思うんですけれども、ちょっとデコボコがあったりして花種がへこんでいたり、こ

れはどういうことなのかなと、それはいろんな事情があるかと思うんですけれども、

あえていただきたいと思います。  

 １つだけお願いしたいのは、窓口が第４日曜日でしたか、あいていると思うんです

けれど、平日に来られない方が第４日曜日に来ているということで、そういった区民

に対する広報の仕方というのはあるんじゃないかなと思います。ふだん忙しい人です

ね、その辺に関してアプローチの仕方はいろいろあるかと思うので、具体的に僕自身

も何をどうしたらいいというのはないですけれども、アプローチしていけばいいんじ

ゃないかなと思います。以上です。  

○久木議長  ありがとうございました。意見は。  

○山下副議長  別に、はい。第４日曜日に関しては、いろいろ言っていったほうが

ええんちゃうかなと、それだけです。  

○久木議長  吉江委員、どうぞ。 

○吉江委員  昨年の１０月に、私ども区老連で、天王寺公園と天王寺動物園で歩こ

う会を行いました。実はちょっと変わったところと伺ったんですけれども、下見に行

って、１０月に本番は２４０、５０人の参加で行ったんですが、とにかく天王寺公園

は非常に活気があるといいますか、公園の中にいろんな店があるんです。以前はこれ、

なかったんと違うかな。改装してから、料金を取っているときはなかったんですわ。  

 とにかく、ああいうのを見てね、鶴見緑地も非常に便利がいいので、他区から地下
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鉄でどんどん来られるんです。ただ、鶴見区の人でも寝屋川の向こう側の今津とか榎

本の方々は、ちょっとご不便なんですけれども。そこらを他区から集客、人を集める

というんですか、それにはあそこに常設館とか、何か鶴見区の特産品ですか、そうい

うものを展示する場所とか、即売する場所とか、道の駅みたいな店をもし出せるもの

やったら、そしてその中にまたいろんな作品の展示場というんですか、いろんな絵と

か写真とか、鶴見緑地のハコの中で写真のコンテストをやってそれを発表させるとか、

絵を描かかせてそれを発表するとか、作文を書かせて発表するとか、そういう展示場

があって、そしてそういう即売場があって、それで鶴見区のいろんな魅力というんで

すか、特産品を販売する。また、そこで鶴見区のいろんな発表をするとかそういうこ

とができたら、あそこももっとお客さんが増えるのでないかなと、この間天王寺の公

園に行ってちょっと感じたんですけれど、そういうことがもしできたら、ひとつ考え

てもらえましたら。あそこを有効利用したらええとかいろいろみんなで言ってはるん

ですけど、さあ、さて何がええかと言ったらやっぱり人を集めることや食べることで

すわ。何かそういうことをひとつ考えて、あそこをもっとね。ぎょうさん来てはりま

す。こないだも小学校の遠足とか幼稚園の遠足でぎょうさん来てはるしね、それから

また花どきになったら方々から花見に来はります。そういうのをもっともっと活用と

いうんですか、利用していただけたらいいなと思ったりしています。  

 それからよろしいですか、もう一つ。平成１７年から鶴見区未来わがまち推進会議

というのがあったんです。それで、１７年、１８年、１９年と安全・安心マップ作り

をしたんです。１２校下全部回ってマップ作りをして、それを各校下連合へ配りまし

た。それは、高齢者用、子ども用、障がい者用、それと安心散歩道か、この４部作に

なっていて、それぞれの連合に渡してあるんです。これを１９、２０年度でまち歩き

して作って。 

 それで、２１年度にこれをたたき台にして大人の目線より子どもの目線で見た安

全・安心マップを作ろうということで、再度またそれをやって。第１回目、茨田東で
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やったんです、２１年に。それで、子どもらと地域の方の参加と、もちろん連合から

役員さんもたくさん出てもらったり、老人会、女性部、子ども会、ＰＴＡ、みんなで

まち歩きして。それで、安全・安心と、あと危ないところ、注意するところとを子ど

もらに全部チェックさせて、それを写真に撮ったりして。そのほかに、まちの歴史、

まちの成り立ち。これを道を歩きながら、６班に分けたんかな。それで回って、班に

は必ず１人か２人、語り部というんですか、いろんなまちのことを子どもらに教えて

もらう人が入りまして、その場所、場所で説明して。昔、川があって、船で農作物を

運んでおったとか、昔はここが映画館になったとか、そんな昔話をしながらまち歩き

をしたんです。 

 １回目は茨田東で、２回目が茨田西でさせてもらいました。その次は鶴見でさせて

もらって、焼野でやって、最後は茨田校下で茨田小学校でやったのが２６年。これが

最後、それで途切れたんですけれども、あの活動は、子どもさんも一緒になって勉強

しますし、参加してくれはるまちの人も、地域の方も知らないこと、非常に多いんで

す。今は道路のところでもね、昔、川で、そこを船で物を運んでおったとか、それか

ら徳庵とかあっちのほうへ行ったら、昔、ここは船着き場があって、ここから船が出

たとか、昔、出征兵士が船で行ったとかいうね、いろんな、そんな話が出ますので、

それを子どもらが聞いて勉強する。それから蓮池、れんこん畑、それも今はほんの残

骸しかないんです。昔は方々にあった。そういうことも、ここはこういうのがあった

んよということでね、そういうことをしゃべりながら、まち歩きをしてマップをつく

った。最後の茨田小学校では、貼るものよりも下敷きにしてくれと校長先生からの依

頼があり、それで下敷きをつくったんです。表側がまちの安全・安心で、裏側が昔の

歴史。ポイントにしるしをつけて、それでそこを説明して。それとこども１１０番の

家、これも全部、中へ記入して。そういうことをさせてもらったんです。  

 これ、高齢者も、それから子どもさんもみんなが非常に勉強になることでね。それ

に、自分のまちを知るということは、自分のまちに愛着を持ちますのでね。やっぱり
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自分のまちに愛着を持ったら、自分のまちを大事にしますし、ごみをポイ捨てするこ

ともなくなると思いますのでね。これをもう一回復活させていただきましたら、また

私どもも協力させてもらいますし、それでみんなでまち歩きをして勉強したいと。た

だ、ここに書いてありますように、本をつくってそれでと、それはなかなかできませ

ん。やっぱり体験しないと。実際にまちを歩いて、自分で体験したら、まちの様子な

りみんなわかりますのでね。ということで、もしよかったら、よかったらというかぜ

ひ、ひとつ復活してやってください。お願いします。以上です。  

○久木議長  今、吉江委員から、まず１つには鶴見緑地の集客、そしてその方法等

の意見と、もう１つは今、つる魅力というのは魅力創造課でやっていますが、まちセ

ンも、まち歩きとか歴史探索とかもやっているんですけれども、それもひっくるめて

奥本課長、１回答えていただけますか。  

○奥本魅力創造課長  魅力創造課長の奥本でございます。鶴見緑地は、やはり区の

シンボルともいえるものでございますし、また集客の面でも非常に魅力的なところが

あると思います。区役所も、鶴見緑地を会場といたしましてさまざまなイベントをさ

せていただいております。区民、地域の皆様方がされている区民まつりをはじめ、区

役所ではウィンターフェスティバルやワールドフェスティバルといったようなイベン

トをさせていただいておりまして、区民の皆様方にも楽しんでいただいていると思っ

ております。 

 区役所も、集客の面で非常に鶴見緑地を活用させていただいておりますし、また先

ほど委員がおっしゃいましたように、常設の即売場とか道の駅とか、そういった面で

も、所管は建設局になるんですけれども、建設局に対しても鶴見緑地の今後のあり方

というか、鶴見緑地に対して、今後どのような公園にしていくのかということを、区

役所としても、地域の皆様方のお声を建設局に伝えていって、鶴見緑地の魅力をさら

に増加させていきたいと思っております。  

 先ほどのは、未来わがまち会議の安全・安心マップのことでしょうか。  
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○吉江委員  そうです、そうです。 

○奥本魅力創造課長  魅力創造課では、魅力の冊子をさせていただいていたんです

けれども、こちらも冊子をつくる際には、放出とか鶴見緑地も、まち歩きを実際にさ

せていただいて、放出はどういうようなまち並みでありましたとか、昔はこういう歴

史がありましたとかということを、実際にまちを歩いて、参加された方々に説明もし

て、この冊子もつくっております。  

○吉江委員  これが最後につくったやつですわ、茨田小学校で、裏表で。  

 役所に多分残っているはず。一緒にみんな回ったんです。 

○小川地域活動支援課長  吉江委員、すみません。そのころ私いなかったもので。

どういうマップがいいのか、また拝見させていただいて、今各地域で防災マップとい

うことで、取組みを進めていただいているんですけれども、安全安心という観点から、

そういう吉江委員がおっしゃっているのも参考にしながら、各地域にもまた提案をさ

せていただきたいと考えます。ありがとうございます。  

○久木議長  今、吉江委員のほうから提案がありました、安全安心マップ、これ多

分、これから考えていこうという課題にもなっているんですよね、きっと。子どもた

ち、高校生、中学生、小学生が入って、一回まち歩きしながら調べたらどうかみたい

なこともありますので、小川課長が今後検討ということでさせていただきますので。  

○吉江委員  安心よりもまちの歴史です。特に新しいところで。 

○久木議長  まちの歴史は奥本課長のほうで。  

○吉江委員  歴史とかまちの成り立ちをもっと子どもらでも、若い人に知ってもら

わないと。 

○久木議長  はい。ということで、まちの歴史づくり。  

 どうぞ。 

○奥本魅力創造課長  そうですね。そういう観点からも今回、イチ押しのつる魅力

検定で、子どもたちも自分たちのまちがどんな歴史であったのか、どういうふうな成
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り立ちでつくられてきたのか、その先人、先達のご功績も踏まえまして、つる魅力検

定というご当地検定、今かなり流行っておりますけれども、自分のまちをもう一度見

直していただきたいと、小学生の子どもだけではなくて、転入されて来られて新しい

区民になられた方々も、大人の方も対象といたしまして、区政会議のつる魅力向上部

会の皆様方にもご意見をいただきながら、これまで検討してきました。これにつきま

して２９年度後半になるかと思いますけれども、検定を実施していきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○久木議長  そういうことで、吉江委員、お願いいたします。  

 どうぞ、宗宮委員。 

○宗宮委員  資料１の様式４が５０件ということで、区政会議中心に幅広く我々の

意見をくみ取っていただいているということで、区役所としての対応が非常によくな

っているというふうに率直に思います。  

 安心安全の取組みでも、例えばトランシーバーの対応とか、さまざまに取組みが充

実して、ちゃんと施策として生かされているというふうに非常に思いますし、また電

子媒体を中心に広報の強化ということで、各地域へ支援に入っていただくということ

で大いに期待しながら、そういった流れをつくっていただきたいというふうに思いま

す。 

 ただ、これ前回にもお話ししたかもわかりませんが、１月１７日の神戸の大震災を

契機とした大阪市震災総合訓練を行ったときに、ツイッターを使った訓練を行ったと

いうことで、後から聞きましたら、鶴見緑地で大規模な震災対策をその日の５時にや

ってはったとか。で、区役所の中では他区と同じように訓練をされてたということな

んですが、ツイッターの内容は、大阪市の行政の訓練に対して地域がどういう対応が

できるのかということがありましたので、我々、大阪市の関係のところをちょっとそ

の日半日ぐらいフォローしてたんですけれども、ツイッターへの対応はやっぱり大阪
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市内各区で相当ばらつきがあったと。  

 その中で、大阪湾岸のところはもちろんですけれども、中央区とか対象になってな

かった東成区とか東淀川とか旭区、城東区も非常に早い対応をしていて、区長が自分

の言葉で区民に話しかけるというふうなことをやっているところとか、いち早く区の

対策本部の動画を映し出したところとか、大正区はシミュレーションを物すごくきめ

細やかにやっていたというふうなことで、同じような訓練を鶴見区役所の中でやりな

がら、それが発信できていないということについては、同じ日にそのツイッターを比

べていたときにちょっと悔しい思いをしたというのが正直あります。  

 これは、一つは区役所の中にＳＮＳ、そのときはツイッターだったんですけれども、

専任の担当者を置かれていなかったのではないかなという気がするんですね。ほかの

ところがあれだけ本数が出せたというのは、専任の担当者がその日、その仕事に専任

できるという体制をおそらく取っていたんだろう、鶴見区はそれができなかったとい

うことがあったんじゃないかなというのを見ながら思ったところです。  

 訓練を区役所でされるということをリアルタイムで地域が知ることはものすごく大

事ですし、その中で、地域と行政はどう結びつけていったらいいのかというところで、

いろんなヒントがそのときも出てきたように思いますので、活かしながらさらに強化

し、我々もそれに対応できることというのを考えていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。  

○久木議長  宗宮委員、ありがとうございます。  

 秋山代理。 

○秋山地域活動支援課長代理  地域活動支援の秋山です。  

 先ほど宗宮委員からいただきましたご意見ですが、今年度初の試みといたしまして

全区役所で情報発信の訓練についても大阪市震災総合訓練の中で取り組むようにとい

うことがありました。今まで鶴見区では訓練の中に情報発信という取組みを想定して

いなかったので、今回、十分に訓練の中に組み込めなかったというのは本当に反省を
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しております。 

 実際の災害時には、さまざまな手法で広く区民の方に情報を伝えなければいけない

というところは認識していたのですが、今回十分に対応できなかったので、これから

の訓練の中で頑張らせていただきたいと思っております。  

 これまで鶴見区ではフェイスブックを主に使わせていただいていましたが、現在、

防犯・防災につきましてはツイッターで何回か情報発信させていただいていますので

よろしくお願いいたします。  

○久木議長  ありがとうございます。  

 最近、アメリカもトランプさんでツイッターが中心になってきていますので、ぜひ

活用していただきたいと思います。  

 ほか、ございますか。 

 まだ時間ありますので、幅広く皆さんの意見をお伺いしたいというふうに思ってお

りますので。 

 田中委員、何かございませんか。  

○田中（潔）委員  吉江さんのさっきのお話、感心したというか、先輩、頑張って

やっておられることがよくわかりました。我々、次の世代の人間なんですけれども、

そういうことを区役所の皆さんと一緒にぜひ、安心マップとか愛着を持ってもらえる

ような歴史のまち歩き、やって続けていきたいと、ここでどこまで約束できるかわか

りませんが、頑張ってやりますのでまた応援のほうよろしくお願いいたします。  

 それと、まち歩きやっておられましたよね、小川さん。何回か私も一緒にさせてい

ただいて。そういう継続したような形のまち歩きができていたと思うんですよ。で、

来年度はどうされるのかというのを今ちょっと、もしできたらお聞きしたいんです。

あれはなかなかおもしろい企画で、１年目の５回目ぐらいはそれぞれの１２地区の

歴々が区役所に集まって、みんな一緒になってつるばた会議をもやりましたですね。

ああいうこともとってもよかったと思います。それでぜひ、吉江さんのお話取って悪
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いんですけれど、続けて私もやらせていただきたいなと思いますのでよろしくお願い

します。 

○久木議長  田中委員、ありがとうございました。  

○小川地域活動支援課長  今回、まち歩きということで、地域活動協議会を支援す

る中間支援組織、まちづくりセンターの主催で、今年度は焼野、茨田西、鶴見北、今

津、茨田南の各地域のまち歩きということで、企業さんを訪問させていただいたり、

いろんなものを見せていただいてということで開催し、５０名ぐらいの定員がすぐに

埋まるような形で大変好評をいただいております。リピーターの方もたくさんおられ

て、また来年度も、今のところはまちづくりセンター、もう一度プロポーザルにかけ

て、どこに決まるかわからないんですけれども、引き続きそういう計画は考えていき

たいと思いますし、一回まちづくりセンター主催でやらさせていただきましたが、そ

の次はまたその企業さんとの顔つなぎもできたということで、各地域でもそういうま

ちづくりを、まち歩きを考えていただけるように、引き続き支援ということでもさせ

ていただきたいと考えております。  

 つるばた会議ということで、今先ほど田中委員のほうから言っていただきましたけ

れども、今度３月１２日の日曜日、午後１時からということで、またそういうお話も

含めて、４階の会議室で開催させていただきますので、奮ってご参加いただきたいと

思います。この日は、午前中はつるみんピックがあり、奥本課長のところでもイベン

トがあったり、非常にイベントが集中しているときではあるんですけれども、またご

参加いただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。  

 以上でございます。 

○久木議長  小川課長、ありがとうございます。  

 引き続いてございませんか。  

○吉江委員  今のつるばた会議か何かでされてるのは大人がやっておられるのでし

ょう。大人ばっかりで。私の言ってますのは、小学生、各小学校によって変わるんで
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すけれど、茨田東のときは６年生、それから茨田西も６年生だったかな、それで鶴見

が４年生、焼野が３年生でしたね、確か。それから最後の茨田は４年生か５年生。と

にかく、まち歩きしてきて、最後に子どもらに発表させるんです。それで、紙に書い

てみんな貼らせるんです、どんどんといろんなことを。いろんな子どもらの思ったこ

と、ここが危なかった、ここで事故があったとか。で、そんなこととか、まちの歴史、

ここに昔お寺があったとか、映画館があったとか、そういうことを書かせてそれぞれ

の歴史のほう、それから安全安心マップのほう、大きい紙に貼らせるんです。それで

それを各班ごとにまとめて発表させるんです。それを大人がサポートして、一緒に話

ししながらマップを作っていくんです。 

 非常に盛り上がります。以前は前の辰巳区長さんも参加してくれはったし、一緒に

やっておりました。そういう活動を５校がしたんです。その後が飛んで２６年、２７

年から途切れて今休みなってるんですけれど。 

○久木議長  吉江委員、その主体はどこがやって。  

○吉江委員  主体は区役所。 

○久木議長  区役所が主体。学校事業でやったのではなく。 

○吉江委員  それに私ども、私どもいうたら何ですけど、その鶴見区未来わがまち

推進会議、後から改称して安・安・鶴見になったんですが、これがやってたんです。 

○久木議長  その会議に子ども会とか入っていた。子ども会、ＰＴＡが入って。  

○吉江委員  校下でまち歩きするときは子ども会とか地域の連合はもちろん入って

ございます。だから焼野のときだったら、連長さんも工房を一緒に回ったんです。  

○久木議長  まだちょっとつかみ切れていないんですけど、木本さん、ＰＴＡも入

ってた。 

○木本委員  やったことないです。 

○吉江委員  昔、一緒に回った人が何人かおられます。 

○木本委員  ＰＴＡやってましたが、学校として、地域、事業所を回ったり、そう
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いうのはあるんですよ。消防署行ったりとかはあります。それ以外で、子どもが出て

いってするというのは、僕がＰＴＡやっているときはなかったです。ＰＴＡにもそう

いう話はなかったし、だから何か違うそういうふうな組織というか、そういう運営部

隊があって、されていたかなと。そういう説明もＰＴＡにもなかったですからね。  

○山下副議長  何曜日にやっていたんですか。 

○吉江委員  それは学校と話し合いで。もう１年前から学校と打ち合わせして。  

○山下副議長  授業の中に落とし込むんですか。 

○吉江委員  授業の中です。 

○木本委員  ああじゃあ、地域の探検、まち中探検です。 

○吉江委員  まち中を歩いて、そのときは、集会所のトイレを開けておいてもらう

とか、それから大きいスーパーとかのトイレを借りるようにちゃんと手を打っておく

とか。いろんな。 

○木本委員  そう、探検ですわ。 

○久木議長  そしたら田中課長のところ。 

○田中こども・教育担当課長   授業の一環でされているんですよね、今お話し聞い

ていましたら。 

○久木議長  いや、どこが主体かわからないからちょっと概要がつかめなくて。 

○田中こども・教育担当課長   もちろん学校で、先生方で知っている方もおられる

と思いますので、その辺はちょっと情報収集をもっとしてみたいと思いますし、非常

にいい取組みと思いますので。 

○吉江委員  また資料ありますので。  

○田中こども・教育担当課長   はい、ぜひまたちょっと教えてください。  

○奥本魅力創造課長  大分前のお話ですよね。未来わがまち推進会議で、確か平成

１８年ぐらいに、未来わがまちビジョンをつくられて、安全安心班とか環境班という

のに分かれていて、環境班は井路清掃とかされて、安全安心はその班の方たちが安全
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なところ、危険なところを小学生と平日に学校の授業の一環として歩いていって作成

されたという、そのマップが今、下敷きになっているということなんですね、  

○吉江委員  最後が茨田小学校でこれになったんです。裏表で。一番最初はこんな

んを作ったんです。 

○奥本魅力創造課長  貼り合わせたものがありましたね、確かに。 

○吉江委員  これを最初作ったんです。１９年ぐらいかな、１８年、１９年で。２

年間かかってまちを歩いてきて、それで、これをたたき台にして小学生と地域の方み

んなとでまち歩きして、今度子どもさんの目線で作ったマップを作ったんです。 

○奥本魅力創造課長  確かにそうですね。そういう事業は区役所の区民企画でやっ

ていた事業としてはありましたね。  

○久木議長  吉江委員、ちょっとまたそれは調べさせていただいて。  

○吉江委員  また参考になったら。 

○久木議長  そろそろ時間もきますので、もうお一方。  

 西田会長どうぞ。 

○西田委員  西田でございます。 

 鶴見緑地の件でちょっとお話させていただきたいと思います。今、鶴見緑地の活性

化につきまして、ある会をつくっております。といいますのは、建設局、それから

我々地域振興会、それから区役所という立場の中で、１０日ほど前にも一度寄りまし

て、緑地の中をずっと見て回りました。緑地もご存じのとおり、２８年ですからもう

古くなって、木はもう大きくなって枯れているとか、またコンクリートの塀もコンク

リートが破れて鉄骨が見えているというようなことで、危ないところばかりで、今、

外国の、ああいうところを修繕していますね。それで、我々も一応、一通りずっと見

て回ったんですけれども、よく聞かれるのは、鶴見緑地にこうしてたくさんの人が来

てくれるので、緑地の中でもう少し子どもたちが遊べるような遊園地というか、例え

ば滑り台とかいろんな遊具、やっぱり少な過ぎるというように感じましたし、それは
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皆さん方の地域でも、子どもさんの多い方に、お母さん方が特に、鶴見緑地はこうい

ういいところはあるんだけれども子どもの遊ぶ場所がないので、よそのいろんなあち

らこちらの公園によく行きますよというような声がちょこちょこありまして、私もた

またま近隣の人から、緑地に何とか有料でもいいから子どもの遊べるような場所を作

ってもらえないかというようなことも聞いております。  

 そういうことで今申しましたように、委員会の中でもそういう話もしながらこの前

もやりましたけれども、大阪市としても要するにいつも同じ話になりますけれども、

やっぱりお金の問題ですね。これが十分に助成金でもあればいいですけれども、なか

なかそこまで手が回らないというようなことで、例えば、我々はこの土地に住んでこ

こにずっといて死ぬまでここにおります。しかし、そういう言い方したら悪いですけ

れども、職員の皆さんは３年、または５年ぐらいしたらかわってしまうので、今こう

いう形で当たり触らずやっていたらいいというような考え方は絶対捨ててもらわない

といかんよというような話もさせてもらって、今後そういう意味では、緑地の中を無

料で業者に貸してお金を取るようなことをしっかりと考えていかないと、子どもの遊

び場も、今申しましたように滑り台もないというようなことでは非常に困ると、困る

というよりも遊び場がないということで、たまたま緑のほうに「子どもの森」という

のがありましたね。３年前くらいまでは閉まっていたけれども、ここは丘みたいに高

くして、あれは遊べるところと違いますね。昔でしたらいろんな遊具を置いてました

けど、今は遊具は全然置いてませんからね。何というか、ちょっと高くしたようなと

ころで、要するにそこで遊べるような場所じゃないんですね。  

 そういうことで、今後我々もその委員会の中で、そういうこともしっかり話しして

いこうと思いますけれども、とにかく鶴見緑地にもっとたくさん子どもが来れるよう

にしていかないといけないのかなというように思っておりますので、皆さん方のほう

でもいろいろな話を聞いておられると思いますけれども、いろんな子どもたちの喜ぶ

ようなことをしっかりとこの場で出してもらって、我々のこの区政会議の中でもこう
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いう意見で、鶴見区の緑地をもっともっと子どもがたくさん遊びに来れる活気のある

公園にしたいと、しようじゃないかということをしっかりと申し出てほしいなという

ふうに思いますので、これひとつ皆さん方にお願いしておきたいと思います。  

 私のほうからは以上でございます。 

○久木議長  西田委員、ありがとうございます。  

 まだまだ伺いたいのですが、そろそろ時間がきました。議題１についてはここで終

了させていただきたいと思います。 

 引き続いて、次の案件として、鶴見区空家等対策アクションプランの素案について、

区役所から説明と報告、お願いいたします。  

○西野区政企画担当課長  それでは私のほうから、このたび鶴見区空家等対策アク

ションプランの素案を取りまとめいたしましたので、ご説明させていただきます。  

 資料４‐１をご覧いただけますでしょうか。 

 まず経過でございますが、今後一層の増加が予想されます空家への対策としまして、

平成２６年１１月に国の空家等対策の推進に関する特別措置法が公布されました。平

成２８年４月に市内の各区役所に相談窓口を設置いたしまして、鶴見区では総務課の

区政企画担当で相談を受け付けております。１１月には大阪市の空家等対策計画が策

定されまして、それを受けて今年の２月に鶴見区空家等対策アクションプランの素案

を取りまとめいたしましたので、本日はこのアクションプランについてご説明させて

いただきたいと思いますが、その前に、定義の確認でございますが、まず法で規定し

ます「空家等」とは、資料にございますように、建築物またはこれに附属する工作物

であって居住等の使用がされていないことが常態であるもので、その敷地も含まれま

す。 

 次の「特定空家等」ですが、こちらはそれらの空家のうち、このイラストにもあり

ますが１つ目の倒壊などの保安上危険、２つ目が衛生上有害、３つ目が著しく景観を

損なっている、４つ目が周辺の生活環境の保全のために放置できないといった、これ
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ら４つのいずれかに該当する空家を「特定空家」といたしておりまして、このペーパ

ーの下に「空家の適正管理」と四角囲みのところにございますが、空家法の施行によ

りまして、特定空家について適正管理をしていない所有者に対して助言、指導や最終

的には行政代執行ができるようになったということでございます。  

 それでは続きまして、資料４－２ 大阪市鶴見区空家等対策アクションプランの素

案につきまして、要点をかいつまんでご説明させていただきます。 

 アクションプラン素案の１ページをご覧いただけますでしょうか。  

 「第１  アクションプランの目的と対象」の２に「本アクションプランの対象期

間」とあります。対象期間は、平成３２年度までの５年間となっております。  

 次に、ちょっと１ページ飛ばしまして、３ページをご覧いただけますでしょうか。  

 鶴見区の空家の現状でございますが、（１）の空き家率にございますように、鶴見

区の平成２５年度の総住宅戸数は５万８３０戸で空き家総数は３，１７０戸、空き家

率は６．２％となっておりまして、これは大阪市全２４区中で最も低い空き家率とな

っております。 

 その下は、種類別、建物建て方別の空き家のデータとなっております。  

 次に４ページでございます。  

 ４ページ中ほど、老朽危険家屋の通報件数でございますが、空家法施行前から寄せ

られております老朽危険家屋、この老朽危険家屋には一般的に空家が多く含まれます

が、それに関する通報件数は、平成２５年度は４件、２６年度が２件、２７年度が８

件というデータでございます。 

 次に５ページをご覧いただけますでしょうか。  

 このアクションプランでは、空家等対策の数値目標を設定いたしております。２の

「鶴見区における空家等対策の目標」でございますが、目標は３つございまして、１

つ目が周辺の特定空家等に不安を感じている市民の割合、これを計画期間内に半減す

るということで、平成２８年の９．３％を平成３２年度末までに４．６％にするとい



 

 

－37－ 

うことと、２つ目が特定空家等の解体や補修等による是正件数を年間１件以上、３つ

目が今後５年間程度の空家の活用意向がある所有者の割合を平成３２年度末までに９

割以上とする。この３つ目の目標は、鶴見区だけではなく、大阪市全体の数値目標と

なっておりますが、この３つを目標として立てております。  

 次に６ページでございますが、第５としまして、住民の方からの空家等に関する相

談への対応を実施しますとともに、第６に、所有者等による空家等の適切な管理の促

進といたしまして、区役所の行政情報コーナー等へのパンフレット等の配布や、区ホ

ームページを活用した意識啓発など、空家所有者への空家の適切な管理を促してまい

ります。 

 次に７ページご覧いただきまして、こちらのほうに書いてありますように、空家や

空家の跡地の利用促進に向けた取組みのほうも実施してまいりたいと考えております。  

 最後８ページをご覧いただきまして、第８の（２）に「空家所有者等への指導等」

とございますが、特定空家の所有者等に対しまして、情報提供や助言、指導等を段階

的に実施することで、自主的な改善を促してまいります。また、改善が見られないも

ので特に必要であると認められたときには、行政処分による是正措置を行ってまいり

ます。 

 （３）は、これまでも対応しておりました空家法以外の法律等に基づく対応、こち

らのほうも各部署と連携しながら適切に行ってまいりたいと考えております。  

 このアクションプランについてのご説明は以上でございますが、鶴見区役所といた

しましては今後、このアクションプランに基づきまして空家等対策に取り組んでまい

る所存でございます。 

 ご説明は以上でございます。  

○久木議長  西野課長、ありがとうございます。  

 このアクションプランは総務課でしょうか。  

○西野区政企画担当課長  はい。総務課の区政企画担当です。  
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○久木議長  今、説明いただきましたが、これについて質問等ございますでしょう

か。 

 木本さん、どうぞ。 

○木本委員  鶴見は３，１７０戸が空き家総数と、これ２５年になってますが、こ

れが６．２％と低いという文言ですけれど、何をもってこれが低いのかよくわからな

いです。３，０００もあったら多いと思うのが普通の感覚で、これが１０件、２０件

なら少ないけれど、３，０００超えて６．２％が低いという、こういう認識って僕、

わからないです。 

○久木議長  多分、相対評価で言っていると思うんですけれど。 

○木本委員  相対評価。でもこれ、多いでしょう、実際。  

○久木議長  どうぞ。 

○西野区政企画担当課長  全国平均の１３．５とか大阪市の平均と比べると低いと

いうように書いておりまして、決して３，１７０戸が低いのでしないというわけでは

ございませんので。 

○木本委員  ただもう少しこれ、高いという表現はしなくていいと思うんですけれ

ど、やっぱりこれだけたくさんありますよという表現を入れないと、周りの皆さんも

なかなか認識しないし、実際僕も、今住んでいる地域であんまり見かけないので、じ

ゃあどこの辺にたくさんあるとか、どこがどうなのかというのを見てみたいという好

奇心にもかられるから、でもそんなこと載せたらあかんと思うんですけれど、やっぱ

りこういうものは、あんまり難しいことはわかりませんが、低い水準とかそういうふ

うな言葉で締めるというのはあんまり僕、好きじゃないです。やっぱりこれだけあり

ますから、これを減らしていく努力をしますとか、そういうふうな何かニュアンスに

変えるような文章が作れないかなあと思います。 

 絶対これは感覚でまず見るものだから、僕らが読ませてもらうものなので、逆に見

て、あっ、こんなに多いんや、でも最後の文章尻は低い水準というと、中の全国平均
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とか大阪市の平均見てても頭に残らないんですよ。最後にこの低いという字が残るだ

けで。だからやっぱりこの辺はもう少し細かく、この地域はこれだけあるとか、そう

いうふうな、確認された上の数なんでね。そういうものを出してもらったほうが、や

っぱり対策もしやすいし、そういう情報も集めやすいし、意見交換もしやすいし、動

きがついたと思うんですよ。 

 ただ僕はこれが一番気になったので、今言わせてもらいましたけれど。 

 以上です。 

○久木議長  ありがとうございます。  

○西野区政企画担当課長  ご指摘踏まえまして、再検討させていただきます。  

○久木議長  ほか、ございますか。 

 田中さん。 

○田中（潔）委員  ５ページ目に目標を３つ挙げておられまして、この２番目のと

ころに解体や補修の是正件数を年間１件以上とありますが、こういうことは具体的に

つぶすということになるんですか。  

○西野区政企画担当課長  今年度に入りまして、通報を受けました実績から言いま

すと、通報を受けましてそれで所有者の方がわかりましたら所有者の方に働きかけを

して、実際にもうそれだったらいうことで更地にされたようなところもありますし、

ちょっと補修をされたというところもございますので、そういう何らか、特定空家に

当てはまらないような是正措置をしていただくという件数を年間１件以上という目標

を立てております。 

○田中（潔）委員  役所が強制的にやられるのではなくて、その持ち主にそういう

ふうに指導すると、そういうことなんですか。  

○西野区政企画担当課長  はい。持ち主の方に是正していただくということです。 

○田中（潔）委員  わかりました。 

○久木議長  ほか、ございますか。 
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 木本さん。 

○木本委員  行政代執行は、基本的にその持ち主さんに話をしてから、それを行う

期間は決まっているんですか。たまにニュースとかあって、映ったりしますが。 

○西野区政企画担当課長  行政代執行は特に期間は決まっておりませんが、段階的

に指導、助言とか勧告、命令をしていってなんですけれども、やはりその方の財産に

手を突っ込むということになりますので、非常に慎重にしなければいけないというこ

とで、いろんな審議会、外部意見の方の意見も聞いたりということでやっております

ので、すぐに行政代執行ということにはなかなかならない、段階を踏んで結構な期間

をかけてもやっぱりだめな場合は、最終的には代執行という手段になります。  

○久木議長  ありがとうございます。  

 ほか、ございますか。 

○植田委員  植田です。今、おっしゃっているように、少ないという水準というよ

りも、２７年度通報が８件という報告されていると言われていますが、課としてはそ

の通報があって、じゃあ区の中に倒れかかっているような危ない家屋は何件あるのか

というのは押さえられているのかなというところがちょっと気になるんですけれど。 

○西野区政企画担当課長  実際の特定空家の件数が何件かというところなんですが、

特にデータはございませんで、本来でしたら職員が一軒一軒回って悉皆調査をして、

特定空家を特定するということになるんですけれども、空家法が施行されたところと

いうこともありますし、なかなか区内全部を回るという時間とかコストとかあります

ので、今のところはまだ特定空家が区内に何件かというデータはないといったような

状況です。 

○久木議長  ありがとうございます。  

○山下副議長  特定空家の認定というのは、どこがどういう形でなさるんですか。  

○西野区政企画担当課長  区役所のほう、担当で言いますと区政企画担当ですが、

特定空家かどうかというのは、実際に見に行きまして、チェックシートがあるんです。
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それでチェックをしていきまして、何点以上だったら特定空家ということで判断をす

るという手順になっております。  

○山下副議長  行政的なところでちょっと強みを出そうと思うと、消防とか警察と

かとの連携も必要になってくると思うんですけれども、それがここには全然出てない

のですが、それは何らか、読まれていないところで出ているんですか。 

○西野区政企画担当課長  ちょっとはしょってご説明して申しわけありません。８

ページのところなんですけれども（３）の空家法以外の法律等に基づく対応というと

ころで、区役所の対応、あと、いわゆる「ごみ屋敷」の対応と、おっしゃっています

消防等については下の４行に、緊急の場合には消防局により危害の排除を行う、道路

上にいろいろ落下している場合においては、建設局により瓦れきの撤去等を行うとい

うような対応がありまして、今年度も実際、ちょっと危ない部分がありまして、消防

の方にご協力仰いで出動いただいたということも実際にございましたので、連携はさ

せていただいております。  

○山下副議長  わかりました。 

○久木議長  それでは時間もそろそろまいりました。  

 質問がなければ、本日これで議題がすべて終了したことになります。よろしいでし

ょうか。 

 猿渡さん、どうぞ。 

○猿渡委員  ５ページの２番の空家対策の目標についてなんですけれど、１番は不

安を感じている市民の割合の半減なので、特に空家の数は関係ないのかなと思って見

ていたんです。２番、３番が具体的に空家の数を減らす対策に見えて仕方がないんで

すけれども、年間１件以上という目標と５年間の期間と鶴見区にある空家の件数とが

自分の中でつながらないというか、年間１件以上で１件もし是正できたら３，０００

年ぐらいかかるということですよね。で、１０件頑張っても３００年かかるんですよ

ね。それから２番の数値の目標と、３番の活用意欲がある所有者の割合を増やすとい
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うところが、このご指摘のあった３，１７０戸をどうするか、５年間でどうするかと

いう話になると考えるのであれば、非常に目標自体ハードルが低いような気がしてな

らないのですがいかがでしょうか。  

○西野区政企画担当課長  空家には、いわゆる普通の空家と特定空家というものが

ございまして、空家については賃貸用に置いているとか、今ちょっと入っていないけ

どまた利用しようと思われている空家も含まれます。で、特定空家というのが、一番

最初、資料４－１にございましたような、４つのいずれかに該当する空家、こちらが

特定空家で、是正件数については特定空家の是正件数が年間１件ということになりま

すので、今年度に空家があるとの通報があったのが、今現在、１１件という状況です

ので、必ずしも３，０００件と直にリンクするわけではない数字というふうにご理解

いただければと思います。  

○猿渡委員  わかりました。ありがとうございました。  

○久木議長  どうもありがとうございました。  

 それでは、活発にご議論いただけたかというふうに思っております。まだまだしゃ

べっていただきたい人がいっぱいおられたのですが、いかんせん時間もなくなってま

いりました。本日しゃべっておられない方は次回の全体会はぜひしゃべっていただく

ように取り計らいさせていただきますので、大変申しわけございません。  

 それでは、本日これで議題、ほぼ終了させていただきました。最後に閉会にあたり

まして、河村区長から一言お願いをいたしたいと存じます。  

○河村区長  皆さん、長時間、熱心なご議論、ありがとうございました。これで今

年度の区政会議は最終ということでございますけれども、運営方針の中で予定をお示

ししたこと等、たくさんございますが、実際にその任務をやっていくにあたっては、

常にその進捗を管理しつつ見直すべきものは見直して、また皆様方のご意見をいただ

きながら進めていきたいと考えております。 

 今日も鶴見緑地の話であるとか、まち歩きの話であるとか、いろんなヒントをいた
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だきました。鶴見緑地の件で言いますと、やっぱり市内最大級の公園でございますの

で、なかなかその維持管理にも費用がかかると。西田会長もおっしゃっていましたけ

れども、ただ、そんな中で大阪城公園とか天王寺公園については大阪市も結構力を入

れているという状況の中で、鶴見緑地についても、ぜひとももっと金銭的な投入を、

建設局にも私のほうからも常日ごろ言っているところなんですけれども、やっぱり全

体の話というのはございまして、ただ、そこでいろんな工夫をしていくと、先ほど申

されたように有料化も含め、いろんなやり方あると思いますので、そういったことを

含めてまた検討をして、我々としてもできるところは実現に向けていきたいと思って

おります。 

 また吉江委員がおっしゃっていましたように、私も一時、まち歩きということで、

ホームページにもいろんなまち歩きを書かせていただいたことがありますが、やっぱ

り実際に歩いてみて自分の目で見て感じて何ぼやというところがありますので、冊子

を作るというのも当然、それは一つの取っかかりとしては大事なんですけれども、そ

れを次にどう続けていくか、子どもたちも含めて本当に自分らのまちをわかってもら

うためにどうしたらいいのかということをまた真剣に考えていきたいと思いますので、

またいろんなお知恵をいただけたらというふうに思っております。  

 またツイッターに関しては、私が着任する以前からあんまり鶴見区はツイッターと

いうことに取り組む風土がなかったというのが実際ございました。ただ、このご時世、

やっぱり情報を瞬時に拡散するということでは、ツイッターは非常に有効な手段では

ないかなと思います。ただ、それをすべてのジャンルの情報に使うというと、やっぱ

りいろんなデメリットも出てきますので、それをどういうふうな場面で使うのが一番

有効かというのを考えながら、今後活用については前向きにやっていきたいと思いま

すのでどうぞよろしくお願いいたします。  

 鶴見区の区政会議は、本当に皆様方、活発な議論をいつもしていただいております。

大阪市トータルでいうと、区政会議の運営のあり方ということについてもいろんな議



 

 

－44－ 

論がされているのですけれども、皆様方、本当にこの今日の会議にもあったように、

いろんな場面からいろんな観点からご指摘をいただきまして本当にありがたいという

ふうに思っております。来年度も引き続き、また皆様方からいろんなお知恵を拝借し

て鶴見区政を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 最後になりましたが、今日は本当に長時間ありがとうございました。今後ともよろ

しくお願いいたします。 

○久木議長  それでは、閉会前に区役所から事務連絡ございましたら。  

○西野区政企画担当課長  本日もありがとうございました。  

 まず１点宣伝なんですけれども、本日、「音楽の森」のチラシをお配りさせていた

だいております。春の鶴見緑地でちょっとおしゃれな音楽を聞いていただこうという

ことで、日にちが３月２５日の土曜日となっております。ライブステージを行ったり、

いろいろワークショップ等もございますので、いい季節だと思いますので、ぜひお越

しいただければと思います。よろしくお願いいたしします。 

 次に、次回の区政会議の予定でございますが、来年度に入りまして、例年ですと６

月ごろに部会と全体会を開催させていただいております。日程につきましては、また

改めてご連絡の上、調整させていただきますのでよろしくお願いいたします。  

 事務連絡は以上でございます。  

 本日は本当にありがとうございました。  

○久木議長  それでは、これをもちまして本日の全体会を終了いたしたいと思いま

す。いろいろご協力ありがとうございました。  

閉会 ２０時４９分 


